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日
本

史
Ｂ

―
	2
5	
―

問
３
　
以
下
の
文
中
の
空
欄
	

5
	・
	

6
	に
入
る
も
っ
と
も
適
切
な
語
句
や
人
名
を
、
下
記
の
選
択
肢
か
ら

選
び
、
解
答
用
紙
の
解
答
記
入
欄
に
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
19
31
（
昭
和
６
）
年
、奉
天
（
現
在
の
瀋
陽
）
郊
外
の
柳
条
湖
で
南
満
州
鉄
道
（
満
鉄
）
の
線
路
爆
破
事
件
が
お
き
る
と
、

関
東
軍
は
こ
れ
を
中
国
側
の
仕
業
と
発
表
し
て
た
だ
ち
に
軍
事
行
動
を
お
こ
し
た
。
当
時
の
内
閣
は
、
事
変
の
不
拡
大
方

針
を
声
明
し
た
が
、
関
東
軍
は
こ
れ
を
無
視
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
軍
事
行
動
を
拡
大
し
た
。
当
時
の
内
閣
は
こ
れ
を
お
さ
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
は
対
応
を
め
ぐ
る
閣
内
不
一
致
に
よ
り
同
年
12
月
に
退
陣
し
、
か
わ
っ
て
	

5
	が
新

内
閣
を
組
織
し
た
。
こ
の
新
内
閣
は
「
満
州
国
」
の
承
認
を
渋
っ
て
い
た
が
、
19
32
（
昭
和
７
）
年
に
	

6
	事

件
で
倒
れ
た
後
、軍
部
の
圧
力
と
世
論
の
突
き
上
げ
も
あ
っ
て
、政
府
も
「
満
州
国
」
の
承
認
に
傾
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
結
果
的
に
同
年
、
日
本
政
府
は
「
満
州
国
」
の
独
立
を
承
認
し
た
。

（
選
択
肢
）

ａ
　
原
敬

ｂ
　
犬
養
毅

ｃ
　
若
槻
礼
次
郎

ｄ
　
二
・
二
六

ｅ
　
三
・
一
五

ｆ
　
五
・
一
五

問
４
　
以
下
の
文
中
の
空
欄
	

7
	・
	

8
	に
入
る
も
っ
と
も
適
切
な
語
句
や
人
名
を
、
下
記
の
選
択
肢
か
ら

選
び
、
解
答
用
紙
の
解
答
記
入
欄
に
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
徳
川
綱
吉
の
死
後
、
江
戸
幕
府
の
６
代
将
軍
徳
川
家
宣
は
、
綱
吉
の
政
治
を
支
え
た
側
用
人
を
排
除
し
、
儒
学
の
師

で
朱
子
学
者
の
	

7
	と
側
用
人
の
間
部
詮
房
を
信
任
し
て
、
政
治
の
刷
新
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

家
宣
は
在
職
わ
ず
か
３
年
余
り
で
死
去
し
、
引
き
続
き
幕
府
政
治
は
	

7
	ら
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

7
	は
財
政
問
題
で
は
金
の
含
有
率
を
下
げ
た
元
禄
小
判
を
改
め
、
以
前
の
慶
長
小
判
と
同
率
の
小
判
を
鋳
造

さ
せ
た
。
ま
た
、
長
崎
貿
易
で
は
、
多
く
の
金
銀
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
に
、
貿
易
額
を
制
限
す
る
な
ど
し
た
。
こ
う
し
た
	

7
	の
文
治
政
治
は
、	

8
	と
呼
ば
れ
る
。

（
選
択
肢
）

ａ
　
正
徳
の
治

ｂ
　
天
和
の
治

ｃ
　
貞
観
の
治

ｄ
　
新
井
白
石

ｅ
　
木
下
順
庵

ｆ
　
貝
原
益
軒
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Ⅰ
　
次
の
問
１
か
ら
問
４
に
答
え
な
さ
い
。

問
１
　
以
下
の
文
中
の
空
欄
	

1
	・
	

2
	に
入
る
も
っ
と
も
適
切
な
語
句
を
、
下
記
の
選
択
肢
か
ら
選
び
、

解
答
用
紙
の
解
答
記
入
欄
に
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
豊
臣
秀
吉
は
、
織
田
信
長
の
後
を
継
い
で
、
全
国
統
一
を
完
成
さ
せ
た
。
15
83
（
天
正
11
）
年
に
は
柴
田
勝
家
を
近

江
の
	

1
	に
破
り
、
つ
い
で
勝
家
に
く
み
し
た
織
田
信
孝
（
信
長
の
三
男
）
を
も
自
刃
さ
せ
て
、
信
長
の
後
継

者
の
地
位
を
確
立
し
た
の
だ
。
翌
年
の
15
84
（
天
正
12
）
年
で
は
、
秀
吉
は
尾
張
の
	

2
	で
織
田
信
雄
（
信
長

の
次
男
）・
徳
川
家
康
の
軍
と
戦
っ
た
が
、
戦
局
が
膠
着
し
た
た
め
に
和
睦
し
た
。
以
後
、
秀
吉
は
東
国
を
軍
事
的
に
征

服
す
る
方
針
を
転
換
し
、
朝
廷
の
も
つ
伝
統
的
な
支
配
権
を
積
極
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
選
択
肢
）

ａ
　
山
崎
の
戦
い

ｂ
　
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い

ｃ
　
富
士
川
の
戦
い

ｄ
　
姉
川
の
戦
い

ｅ
　
賤
ヶ
岳
の
戦
い

ｆ
　
長
篠
の
戦
い

問
２
　
以
下
の
文
中
の
空
欄
	

3
	・
	

4
	に
入
る
も
っ
と
も
適
切
な
語
句
や
人
名
を
、
下
記
の
選
択
肢
か
ら

選
び
、
解
答
用
紙
の
解
答
記
入
欄
に
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
勢
力
の
拡
大
に
直
面
し
て
、
京
都
の
朝
廷
で
は
、
立
て
直
し
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
中
心
に
あ
っ

た
の
が
、

3
	で
あ
っ
た
。

3
	は
、
分
散
し
て
い
た
広
大
な
皇
室
領
の
荘
園
を
手
中
に
お
さ
め
る
と

と
も
に
、
新
た
に
西
面
の
武
士
を
お
い
て
軍
事
力
の
増
強
を
は
か
る
な
ど
院
政
を
強
化
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
12
21
（
承

久
３
）
年
、

3
	は
つ
い
に
幕
府
執
権
北
条
義
時
追
討
の
兵
を
あ
げ
た
。
結
果
的
に
は
、
鎌
倉
幕
府
の
圧
倒
的

な
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
乱
後
、
幕
府
は
京
都
に
は
新
た
に
	

4
	を
お
い
て
、
朝
廷
や
西
国
の
御
家
人
た

ち
を
監
視
さ
せ
た
。
な
お
、
ほ
ど
な
く
京
都
の
内
外
の
警
備
な
ど
に
も
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
乱
後
は
、
朝
廷

と
幕
府
と
の
二
元
的
支
配
の
状
況
は
大
き
く
変
わ
り
、
幕
府
が
優
位
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

（
選
択
肢
）

ａ
　
京
都
所
司
代

ｂ
　
鎮
西
探
題

ｃ
　
六
波
羅
探
題

ｄ
　
後
嵯
峨
上
皇

ｅ
　
後
鳥
羽
上
皇

ｆ
　
後
白
河
上
皇
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２
０
２
１
年
度
入
学
試
験
問
題

日
本
史
Ｂ

―
	2
7	
―

Ⅲ
　
以
下
の
問
に
つ
い
て
、
各
問
の
指
示
に
従
っ
て
解
答
用
紙
の
解
答
記
入
欄
に
記
述
し
な
さ
い
。

問
１
　
12
32
（
貞
永
元
）
年
、北
条
泰
時
は
御
成
敗
式
目
（
貞
永
式
目
）
51
カ
条
を
制
定
し
て
、広
く
御
家
人
た
ち
に
示
し
た
。

こ
の
式
目
の
内
容
に
つ
い
て
、
12
0
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
２
　
江
戸
時
代
の
天
保
の
改
革
に
関
し
て
、
そ
の
改
革
を
行
っ
た
中
心
人
物
（
老
中
）
の
名
前
を
明
記
し
、
彼
の
行
っ
た
政

策
の
一
つ
で
あ
る
上
知
令
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
も
た
ら
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
12
0
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。
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Ⅱ
　
次
の
文
中
の
空
欄
に
、
も
っ
と
も
適
す
る
語
句
や
人
名
を
解
答
用
紙
の
解
答
記
入
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。

⑴
	
９
世
紀
末
か
ら
10
世
紀
に
か
け
て
地
方
政
治
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
中
で
、
地
方
豪
族
は
勢
力
を
維
持
・
拡
大
す
る

た
め
に
武
装
す
る
よ
う
に
な
り
、
各
地
で
紛
争
が
発
生
し
た
。
東
国
で
は
、

A
	が
下
総
を
根
拠
地
に
し
て
一
族

と
争
い
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
国
司
と
も
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
93
9（
天
慶
２
）
年
に
反
乱
を
お
こ
し
、
新
皇
と
自
称

し
た
。
ま
た
、
同
じ
こ
ろ
、
も
と
伊
予
の
国
司
で
あ
っ
た
	

B
	も
、
瀬
戸
内
海
の
海
賊
を
率
い
て
反
乱
を
お
こ
し
、

伊
予
の
国
府
や
大
宰
府
を
攻
め
落
と
し
た
。
こ
う
し
た
東
西
の
反
乱
は
お
さ
ま
っ
た
が
、
こ
の
乱
を
通
じ
て
朝
廷
の
軍
事
力

の
低
下
が
明
ら
か
に
な
り
、
地
方
武
士
の
組
織
は
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
た
。

⑵
	
17
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
で
市
民
革
命
が
、
18
世
紀
末
に
は
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
お
こ
る
と
、
世
界
情

勢
は
大
き
く
変
動
し
て
い
っ
た
。
17
92
（
寛
政
４
）
年
、
ロ
シ
ア
使
節
の
	

C
	が
根
室
に
来
航
し
、
漂
流
民
を
届

け
る
と
と
も
に
通
商
を
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
当
地
で
の
通
商
は
拒
否
さ
れ
、
長
崎
入
港
を
許
可
す
る
証
明
書
を
受
け
て

帰
国
し
た
。
18
04
（
文
化
元
）
年
に
は
、
ロ
シ
ア
使
節
の
	

D
	が
、
そ
の
入
港
許
可
証
を
持
っ
て
長
崎
に
来
航
し

た
が
、
江
戸
幕
府
は
こ
の
正
式
使
節
に
冷
淡
な
対
応
を
し
て
追
い
返
し
た
た
め
、
ロ
シ
ア
船
は
樺
太
や
択
捉
島
を
攻
撃
し
た
。

⑶
	
奈
良
時
代
で
は
、
歴
史
書
と
と
も
に
、
71
3（
和
銅
６
）
年
に
は
諸
国
に
対
し
て
産
物
、
地
味
、
山
川
原
野
の
名
の
由
来
、

伝
承
な
ど
の
報
告
を
求
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
地
誌
で
あ
る
『
	

E
	』
が
編
纂
さ
れ
た
。
現
在
、
常
陸
・
出
雲
・
播
磨
・

豊
後
・
肥
前
の
５
カ
国
の
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
古
来
の
和
歌
も
、
天
皇
か
ら
庶
民
に
い
た
る
ま
で
多
く

の
人
々
に
よ
っ
て
よ
ま
れ
た
が
、『
	

F
	』
は
75
9（
天
平
宝
字
３
）
年
ま
で
の
そ
う
し
た
歌
約
45
00
首
を
収
録

し
た
歌
集
で
あ
る
。
こ
の
歌
集
に
は
、
宮
廷
の
歌
人
だ
け
で
な
く
、
東
国
の
民
衆
た
ち
が
よ
ん
だ
と
い
う
東
歌
や
防
人
歌
な

ど
も
あ
る
。

⑷
	
18
56
（
安
政
３
）
年
、
日
米
和
親
条
約
に
よ
っ
て
下
田
駐
在
の
初
代
ア
メ
リ
カ
総
領
事
と
し
て
来
日
し
た
ハ
リ
ス
は
、
江

戸
幕
府
に
対
し
て
、
通
商
条
約
の
締
結
を
強
く
求
め
た
。
ハ
リ
ス
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
老
中
首
座
の
堀
田
正
睦
は
、
条
約

調
印
の
勅
許
を
朝
廷
に
求
め
た
も
の
の
、
孝
明
天
皇
の
勅
許
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
通
商
条
約
の
調
印
を
強
く
せ

ま
ら
れ
た
大
老
の
	

G
	は
、
勅
許
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
18
58
（
安
政
５
）
年
７
月
に
日
米
修
好
通
商
条
約
の
調

印
を
断
行
し
た
。

G
	は
、
強
硬
な
態
度
で
反
対
派
の
公
家
・
大
名
を
お
さ
え
、
そ
の
家
臣
た
ち
を
多
数
処
罰
し

た
が
、
こ
の
厳
し
い
弾
圧
に
憤
激
し
た
志
士
た
ち
に
よ
っ
て
、
18
60
（
安
政
７
）
年
、
江
戸
城
の
	

H
	で
暗
殺
さ

れ
た
。
こ
の
	

H
	の
変
の
結
果
、
幕
府
の
専
制
的
な
政
治
に
よ
っ
て
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
路
線
は
行
き
詰

ま
り
、
幕
府
の
威
信
は
大
き
く
動
揺
し
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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